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内 訳 前月比 前年比

人 口 14,065 人 - 21 - 108

男 性 6,618 人 - 9 - 35

女 性 7,447 人 - 12  - 73

世帯数 6,218 戸 - 7  14

（平成 26 年１月末現在）
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桂
川
町
で
は
、
子
ど
も
の
医
療
に
つ
い
て
、
下
表
の
と
お
り
医
療

費
を
拡
大
し
て
助
成
し
て
い
ま
す
。
来
年
度
新
た
に
対
象
と
な

る
お
子
さ
ん
（
※
１
）
に
は
、
４
月
か
ら
使
用
で
き
る
子
ど
も
医
療
証
を
、

３
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
す
で
に
子
ど
も
医
療
に
該
当
さ
れ
て
い
る
お
子
さ
ん
で
、
子
ど

も
医
療
証
（
※
２
）
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
、
保
険
環
境
課
医
療
介
護

保
険
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
※
１
）
平
成
19
年
４
月
２
日
～
平
成
20
年
４
月
１
日
生
ま
れ
で
、
現
在
、

有
効
期
限
が
平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
乳
幼
児
医
療
証

（
子
ど
も
医
療
証
を
含
む
）
を
お
持
ち
の
お
子
さ
ん
。

（
※
２
）
期
限
が
平
成
26
年
３
月
31
日
以
降
と
な
っ
て
い
る
乳
幼
児
医
療

証
（
子
ど
も
医
療
証
を
含
む
）
は
、
そ
の
期
限
ま
で
そ
の
ま
ま
使
用

で
き
ま
す
。
期
限
が
近
づ
き
ま
し
た
ら
、
新
た
に
12
歳
ま
で
期
限
を

延
長
し
た
子
ど
も
医
療
証
を
送
付
し
ま
す
。
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小学校就学前の
子ども医療（乳幼児）の場合

対象年齢 ６歳に達する日以降の最初の３月31日まで

自　己
負担額

自己負担なし

対象要件
・医療保険に加入していること
・生活保護を受けていないこと

優先順位 子ども医療 〉
　重度障害者医療
ひとり親家庭等医療

※重度障害者医療およびひとり親家庭等医療対象者については、６歳に達する日以降の最初の４月１日から、子ども医療で
はなく重度障害者医療およびひとり親家庭等医療に変更となりますので、別途お知らせします。

小学校就学後の
子ども医療の場合

対象年齢
６歳に達する日以降の最初の４月１日から
12 歳に達する日以降の最初の３月31日まで

自　己
負担額

通院　600 円／月（上限）

入院　500 円／日（１カ月につき3,500円を限度）

※通院については、９歳に達する日以降の最初の３月
31 日までが対象

※上記金額を医療機関（薬局を除く）ごとに自己負担

対象要件

・医療保険に加入していること
・生活保護を受けていないこと
・重度障害者医療の対象者でないこと
・ひとり親家庭等医療の対象者でないこと

優先順位 子ども医療〈
　重度障害者医療
ひとり親家庭等医療

子ども医療（乳幼児）と子ども医療の比較表
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